
会 議 の 名 称 　飯能市自転車等駐車対策協議会

開 催 場 所 　飯能市役所本庁舎別館１階危機管理会議室

議 長 氏 名 　滝澤真紀

欠 席 委 員 　西野賀津子委員　　若林美絵委員

傍 聴 者 の 数 　０名

会 議 次 第 　別紙のとおり

配 布 資 料 　別紙のとおり

会議録（１）

事 務 局 職 員
職 指 名

開 催 日 時

出 席 委 員

　平成３０年１０月　９日（火）

　開会　午後１時３０分　　閉会　午後２時０５分

　小菅盛男委員（代理出席者 飯能警察署交通課長 小栁氏）

　笠間秀行委員　 千野幸子委員　 佐藤美代子委員　 双木悦子委員

　町田寿美江委員　 滝澤真紀委員　 中里任宏委員

説 明 者 の
職 指 名

　生活安全課長　浅見 稔 　　生活安全課主幹　森田宜洋

　市民生活部長　坂本 実 　　生活安全課長　浅見 稔

　生活安全課主幹　森田宜洋
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議事録の概要（経過）・決定事項

会議録（２）

　（２）放置自転車クリーンキャンペーン開催について

　　　・平成３０年度の放置自転車クリーンキャンペーンの開催について、事務局か

　　　　ら説明を行った。

　（３）その他

　　　・自転車安全利用の街頭キャンペーン活動について、事務局から説明を行った。

　審議

　（１）自転車対策の現状について

　　　・平成２９年度の自転車対策の現状と自転車駐車場管理について、事務局から

　　　　報告を行った。
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発 言 者 発　　言　　内　　容

生活安全課長  　皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、飯能市自転車等駐車対策

 協議会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。司会進

 行を努めます、生活安全課の浅見と申します。宜しくお願い致しま

 す。

 　飯能市内では、７月、８月に３件の交通死亡事故が発生、３名の

 方が亡くなっております。飯能市では、それを受け、埼玉県知事よ

 り、９月１１日から１２月１０日までの３か月間、交通事故防止特

 別対策地域の指定を受けているところです。市では９月１２日から

 飯能市長を本部長とする飯能市交通事故防止特別対策本部を設置、

 現在交通事対策事業を実施しています。また１０月に入り、２件の

 交通死亡事故が発生してしまいました。

 　委員皆様には、自転車キャンペーン等啓発に努めていただき誠に

 ありがとうございます。今後もご協力いただきますよう、宜しくお

 願いします。

 　それでは、飯能市自転車等駐車対策協議会を始めさせていただき

 ます。なお、本日の会議につきましては、情報公開制度に基づき、

 公開対象となっておりますのでご了承くださいますようお願いしま

 す。

 　それでは、市民生活部長坂本よりご挨拶申し上げます。

 －　市民生活部長挨拶　－

生活安全課長  　続きまして今年度委員の変更がありましたのでご報告致します。

 飯能警察署交通課　小菅盛男様が委員になられました。本日は小栁

 課長様にご出席いただいております。宜しくお願い致します。

　 続きまして、本日の会議の欠席委員のご報告となります。配布資

 料「飯能市自転車等駐車対策協議会委員名簿」をご覧ください。

　 本日、名簿番号６番西野委員、１０番若林委員から欠席のご連絡

 をいただいております。

　 それでは、委員の改選があり、また年に１回の協議会であります

 ので、皆様に自己紹介をお願い致します。

 －　各委員から自己紹介　－

生活安全課長  　ありがとうございました。

　 続きまして、議長の選出となります。

 　自転車等放置防止条例第１７条の規定により、会長が議長となり

 ますので、宜しくお願い致します。

　 また本日出席委員は、１０名中８名の出席であり、同条第２項の

 規定による会議開催に必要な２分の１以上の出席となっております

 のでご報告致します。

 　それでは、滝澤会長宜しくお願い致します。

議長  　それでは、しばらくの間、しばらくの間、議長を務めさせていた

 だきますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。

会議録（３）
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発 言 者 発　　言　　内　　容

議長  　（１）自転車対策の現状について議題とします。事務局から説明

 をお願いします。

生活安全課主幹  　（１）自転車対策の現状について、プロジェクターを使用しなが

 らご説明致します。

 －　プロジェクター（パワーポイント）にて説明　－

議長 　 只今事務局から説明をいただいた、議題（１）自転車対策の現状

 について、質疑ございますか。

 －　意見等なし　－

議長  　「自転車等駐車対策協議会の役割」の中で、協議会の審議事項の

 一つに「放置禁止区域の変更」がありますが、事務局はどのように

 考えています。

生活安全課主幹  　平成２９年度の放置自転車等の撤去状況は、放置禁止区域内では

 １８７台、放置禁止区域外では１１５台となっており、放置禁止区

 域内では撤去の作業方法を変更したことから、効果が出始め、減少

 傾向となっております。

　 放置禁止区域外の撤去箇所については、市内の随所に渡っており

 撤去台数の多い箇所としては双柳や阿須など市街地から少し離れた

 地域となっております。

 　撤去要請については、概ね警察署からのものであり、また放置さ

 れた状況などから考えますと、盗難された自転車が乗り捨てられた

 のではないかと推察されます。

 　このような状況から、事務局としては、放置禁止区域は現状のま

 まで、「変更なし」でお願いしたいと考えております。

議長  　事務局からは、放置禁止区域は現状のままで、変更は「なし」と

 の話をもらいましたが、委員の皆様、いかがでしょうか。

 －　意見等なし　－

議長  　ご意見等が無いようですので、放置禁止区域の変更については、

 「変更なし」とのことでご了解いただいたものとします。

　 次に（２）放置自転車クリーンキャンペーンの開催について議題

 とします。事務局から説明をお願いします。

生活安全課主幹  　（２）放置自転車クリーンキャンペーンの開催についてご説明申

 し上げます。

 　既に、皆様にご案内しているところですが、今月の１０月１５日

 （月）に「放置自転車クリーンキャンペーン」を飯能駅で開催致し

 ます。

 　なお、このキャンペーンにつきましては「自転車盗撲滅キャンペ

 ーン」も合わせて実施するものです。集合時間は、午前８時に飯能

 駅北口交番前となります。雨天決行となりますが、委員の皆様のご

 協力を宜しくお願い致します。説明は以上です。

議長  　只今の事務局からの説明について、質疑ございますか。

会議録（３）
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発 言 者 発　　言　　内　　容

 －　意見等なし　－

議長  　無いようでしたら、ご了解いただいものと致します。

 　続きまして、（３）その他です。事務局から何かありますか。

生活安全課主幹  　「自転車の安全利用」の街頭キャンペーン活動についてご報告を

 させていただきます。

 －　プロジェクター（パワーポイント）にて説明　－

議長  　只今の事務局からの説明について、質疑ございますか。

委員  　今説明のありました反射材は、自転車に乗っている人から非常に

 評判が良いです。自転車に乗っている人で「先日この反射材を貰っ

 て付けたのよ。」と仰っている方が結構いらっしゃるので、良いこ

 とと思い、お伝えしました。

委員  　元加治駅北側自転車駐車場において、過日の台風の影響で、現在

 フェンスが傾いた状態です。駅職員から市役所へ連絡が入っている

 と思いますが、宜しくお願い致します。

生活安全課主幹  　連絡を受けており、調整をしております。

議長  　他に何かございますか。無いようですので、以上で議事を終了と

 させていただきます。ありがとうございました。

生活安全課長  　ありがとうございました。

 　以上をもちまして、飯能市自転車等駐車対策協議会を終了と致し

 ます。今後も引き続き、皆様に、啓発事業等でお世話になります。

 宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午後２時０５分終了

　議事のてん末・概要を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。

　　平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　議長の署名　　

　

会議録（３）
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